
 

環境まちづくり委員会 

 

令和８年２月 27 日 

 

 

１ 議案審査 

（１）議案第 22 号 特別区道の路線の廃止について          【資料】 

 

 

 

２ 報告事項 

（１）千代田区耐震改修促進計画改定（素案）について         【資料】 

 

（２）地域まちづくりの動向について                 【資料】 

 

 

 

３ その他 



 

特別区道の路線廃止について 

 

１ 廃止路線 

路線名 
起点 

終点 
重要な経過地 

特別区道千第 311号 
自 千代田区九段南一丁目３番地先 

至 千代田区九段南一丁目７番地先 
― 

幅員：４ｍ 延長：122.17ｍ 道路区域面積：494.70㎡ 

 

路線名 
起点 

終点 
重要な経過地 

特別区道千第 313号 
自 千代田区九段南一丁目７番地先 

至 千代田区九段南一丁目１番地先 
― 

幅員：４ｍ 延長：41.48ｍ 道路区域面積：165.92㎡ 

 

２ 廃止路線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 廃止理由 

本地区の基本構想や地区計画等で目標とする駅前空間の再整備及び日本橋川沿いにおける親水空

間の創出のため、道路法に基づき特別区道の路線を廃止する。 
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令和８年２月２７日 

②  

①  

１番地 

３番地 

７番地 

九段南一丁目 

◎千代田区役所 

①  

②

土地区画整理事業区域 

市街地再開発事業区域 



 

 

 

４ 事業の経過 

①令和３年 ６月    九段南一丁目地区まちづくり基本構想改定 

②令和５年 ２月    九段南一丁目地区まちづくりガイドライン策定 

 ③令和５年１２月２８日 九段南一丁目地区地区計画都市計画決定 

 ④令和６年 ３月１５日 九段南一丁目地区第一種市街地再開発事業都市計画決定 

千代田区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例改正 

（令和６年第１回定例議会） 

 ⑤令和７年 ３月２８日 九段南一丁目地区土地区画整理事業施行認可 

 ⑥令和７年１１月１０日 九段南一丁目地区第一種市街地再開発事業組合設立認可 

 

５ 整備イメージ（公共施設の配置等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区画道路１号（区道 312号）断面図 

 

 

 

 

 

 

 

広場１号：約 2,800㎡ 

歩道状空地１号：W=2.0m 

歩道状空地 2号：W=4.0m 

歩行者通路 1号：W=3.0m 

広場 3 号：約 700 ㎡ 

広場 2 号：約 450 ㎡ 

歩行者通路 2号：W=5m 

区画道路1号：W=8m 

(区道 312 号) 

北地区 

中地区 

南地区 

※地区計画図書を一部加工 

平面図 



特別区道の路線廃止について【事業前・事業後】

【事業前】

種類 名称等 幅員 延長 面積

道路 特別区道千第３１１号 4m 122.17ｍ
497.78㎡

(494.70㎡)

道路 特別区道千第３１３号 4m 41.48ｍ
１６６．５４㎡

(165.92㎡)

合計
664．32㎡

(660.62㎡)

※表中（　）書きは、道路台帳上の数値を示す

【事業後】

種類 名称等 幅員 延長 面積

道路 特別区道千第３１２号の一部
4m

（8ｍ）
125.90ｍ 540.13㎡

宅地 市街地再開発事業区域 117.08㎡

宅地 土地区画整理事業区域 7.11㎡

合計 664.32㎡

※表中（　）書きは、全幅を示す
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九段南一丁目地区における再開発等促進区を定める地区計画について

【東京都市計画地区計画九段南一丁目地区地区計画 計画図２ 公共施設図】

見直し相当容積率
８００％

見直し相当容積率
８００％

指定容積率
７００％

１００％

中地区

北地区

見直し相当容積率
８００％

評価容積率
１９０％

評価容積率
４５０％

計画容積率
９９０％

計画容積率
１２５０％

九段南一丁目地区

※地区計画図書より引用（地区名追記）

北地区

中地区

南地区
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千代田区耐震改修促進計画改定（素案）について 

 

１．千代田区耐震改修促進計画について 

  建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的に進め、大地震の被害から区民の生命・財産を守り  

地震に強く安全で安心なまちづくりを目指すため、平成 20 年４月に「千代田区耐震改修促進計画」 

（以下「促進計画」という。）を策定した。 

現在の促進計画は令和３年４月に改定し、令和８年３月の期限となるため、促進計画改定（素案） 

を作成した。 

 

２．促進計画改定（素案）の内容 

  １）耐震化の現状と目標 

  ２）耐震化の取り組み方針 

  ３）耐震化に係る施策の展開 

   

３．予定スケジュール 

  ３月５日（木）～１９日（木） パブリックコメント実施 

           ・３月５日号区広報、広報掲示板、区ホームページ掲載 

・出張所、情報コーナー、建築指導課窓口 

   ３月下旬 促進計画改定のまとめ 

   ４月    促進計画改定 

環境まちづくり部 資料２－１  
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※赤字で示す部分は、今回改定で変更・修正となる箇所を強調したものです。 

 

千代田区耐震改修促進計画（改定）［素案の概要］ 

 

１．計画の背景と目的 

建築物の耐震診断及び耐震改修を促進し、大地震等の被害から区民の生命・財産を守り、地震に強く安

全で安心なまちづくりを目指すことを目的とする。 

平成 30年の大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀等の倒壊被害が発生し、平成 31年に耐震改

修促進法施行令が改正されたほか、平成 28年の熊本地震や令和 6年の能登半島地震では、木造 2000年基

準を満たさない住宅の被害が確認された。 

２．計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 

〇令和８年度～令和 12年度（５ヵ年計画） 

４．計画の対象区域、耐震化目標を設定する対象建築物 

〇計画対象区域：千代田区全域 

〇計画対象建築物 

・建築基準法における昭和 56 年 6 月 1日以前に建築された建築物（旧耐震基準建築物）のうち、必要

な耐震性を有していない建築物及び木造 2000年基準を満たさない住宅を計画対象建築物とする。 
 
計画対象建築物 

耐震化率の目標設定対象建築物 内   容 

１ 住  宅 共同住宅、戸建住宅、長屋等 

２ 

民間特定建築物 多数の者が利用する一定規模以上の建築物 

 要緊急安全確認大規模建築物 
地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模な建築物 

[耐震診断義務付け建築物] 

３ 特定緊急輸送道沿道建築物 
特定緊急輸送道路に接する一定高さ（概ね道路幅員の 1/2 を超え

る高さ）以上の建築物[耐震診断義務付け建築物] 

５．想定する地震の規模・被害状況 

〇想定地震規模：令和 6年修正千代田区地域防災計画に基づき、都心南部直下地震(Ｍ7.3)とする。 

〇被害状況（人的被害最大：冬の昼 12時）：死者数 77人、建物全壊 150棟 

 
被害想定項目 

時期及び時刻 冬の朝 5 時 冬の昼 12 時 冬の夕 18 時 

死者 9 人 77 人 62 人 

建物被害（全壊） 150 棟 150 棟 150 棟 

１ 計画の目的等 

 

各種まちづくり事業 

 

耐震改修促進法 

国の基本方針 

東京都耐震改修促進計画 

千代田区耐震改修促進計画 

災害対策基本法 

 

東京都地域防災計画 

千代田区 

地域防災計画 

千代田区第 4次基本構想 
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92.6% 94.0%
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70.0%

80.0%
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耐震化率

95.0%

89.0%

93.9%
96.1%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

平成26年 令和2年 令和7年 令和12年

（目標値）

（耐震化率）

耐震化率

おおむね解消

 

１．住宅 

〇住宅の耐震化の現状（令和 7年度）令和 5 年住宅・土地統計調査による推計値 

分類 
必要な耐震性を
有する戸数 

必要な耐震性を
有しない戸数 

耐震化率 
（令和２年） 

戸建住宅 ５８０ １３３ 
８１.３％ 
（72.7%） 

共同住宅 ３３,９９１ １,２６９ 
９６.４％
（94.7%） 

合計 ３４,５７１ １,４０２ 
９６.１％
（93.9%） 

 
 

〇耐震化の主な課題 

・住宅戸数の大多数を占めるマンションでは、 

マンションの棟数に対して、耐震改修助成実績が少ない。 

・マンションの耐震化状況を促進するためには、各種調査を基に 

棟数単位での耐震化状況を把握することが引き続き必要である。 

・木造 2000年基準を満たさない住宅が十数棟存在する。 

〇住宅の耐震化の目標 

 

 

２．民間特定建築物 

〇民間特定建築物の耐震化の現状（令和 7年度）      

特殊建築物の定期報告等の情報により推計 単位：棟数 
 

 

〇要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の現状（令和 7年度）               単位：棟数 

旧耐震全棟数 耐震性あり 耐震改修中 耐震性なし 耐震化率 

３８ ３７ ０ １ ９７.２％ 
 

〇耐震化の主な課題 

・民間特定建築物のうち、特に店舗、事務所は必要な耐震性を有しない建物棟数が多く、引き続き耐震化

支援策、建替え促進が必要である。 

・要緊急安全確認大規模建築物は不特定多数の者が利用する大規模な建築物等であり、引き続き取り組み

が必要である。 

〇民間特定建築物の耐震化の目標 

 

 

 

89.0%

93.9%
96.1%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

平成26年 令和2年 令和7年 令和12年

（目標値）

（耐震化率）

耐震化率

おおむね解消

分類 
必要な耐震性
を有する 

必要な耐震性
を有しない 

耐震化率 
（令和２年） 

学校 ８８ ４ 
９５.７％
（95.3%） 

病院･診療所、
社会福祉施設 

１６ ０ 
１００.０％
（100.0%） 

ホテル・旅館 ４８ ４ 
９２.３％
（92.7%） 

店舗・百貨店 １２８ ２２ 
８５.３％
（84.3%） 

その他 (事務
所・賃貸ﾏﾝｼｮﾝ) 

１,１０２ ５８ 
９５.０％
（93.4%） 

合計 １,３８２ ８８ 
９４．０％
（92.6%） 

２ 耐震化の現状と目標 

現行計画の目標耐震化率 令和７年度 

・住宅 おおむね解消 

改定計画の目標耐震化率 令和１２年度 

・住宅 おおむね解消 

 

現行計画の目標耐震化率 令和７年度 

・民間特定建築物       ９５％ 

・要緊急安全確認大規模建築物 おおむね解消 

改定計画の目標耐震化率 令和１２年度 

・民間特定建築物       ９５％ 

・要緊急安全確認大規模建築物 １００％ 
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３．特定緊急輸送道路沿道建築物 

〇特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の現状（令和 7年度） 
単位：棟数 

全棟数 耐震性あり 耐震性なし 耐震化率 

５４３ ４６３ ８０ ８５．３％ 

 

〇耐震化の主な課題 

・耐震改修、除却により耐震化は進んでいるが、耐震性が不足ま

たは不明の建築物は 80棟存在する。 

・地震発生後の避難、緊急・消火活動等に支障をきたさないよう

に、早急な耐震化の促進が必要である。 

〇特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の目標 

 

 

 

 

１．基本的な取り組み方針 

●民間建築物の耐震化においては、防災の基本理念である「自助・協助・公助」を踏まえ、建築物の所有者

等が自らの問題、地域の問題として意識的に取り組むことが重要である。 

●区は、建築物の所有者等の耐震化の取り組みを支援するため、費用負担を軽減する財政的な支援、普及・

啓発のための情報提供等を実施し、耐震化に取り組みやすい環境整備に努める。 

●建替えや除却による耐震化を促進するため、まちづくり事業と連携した取り組みを進める。 

２．住宅・マンション 

●区民の多くが居住するマンションの耐震化については、積極的に耐震化を働きかける。 

●木造 2000年基準を満たさない木造住宅の耐震化を促進する。 

３．民間特定建築物・要緊急安全確認大規模建築物 

●耐震診断が義務付けられている特に大規模な建築物（要緊急安全確認大規模建築物）については、耐震診

断の結果、耐震性が確保されていない建築物の建物所有者に対して、積極的に耐震化を働きかける。 

●要緊急安全確認大規模建築物以外の民間特定建築物については、引き続き耐震化を促進する。 

４．特定緊急輸送道路沿道建築物 

●耐震診断が義務付けられている特定緊急輸送道路沿道建築物については、東京都と連携し、重点的に耐震

化を促進する。 

５．組積造の塀（ブロック塀等） 

●歩行者の安全確保の観点から、区の安全確認により倒壊の危険性が高い組積造の塀が発見された場合は、

早急に撤去等を行うよう、所有者に働きかける。 

  

改定計画の目標耐震化率 令和１２年度 

・特定緊急輸送道路沿道建築物 ９０％ 

３ 耐震化への取り組み方針 

現行計画の目標耐震化率 令和７年度 

・特定緊急輸送道路沿道建築物 ９０％ 

73.7%

84.2%

85.3%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%
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（目標値）
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耐震化率

90.0%
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１．耐震化の普及・啓発 

 

 

●建築物の所有者等が耐震化の理解を深めるために、引き続き区広報やホームページを活用した情報提供や、

耐震化に関するパンフレットの配布・説明などの啓発活動に取組む。 

●耐震診断から耐震改修につながるように、耐震性が不足する建築物の所有者等に対して、個別に普及・啓

発活動を実施するなど、積極的に耐震化を働きかける。 

重点的に取り組む事項 

◇建築物等の所有者に対する耐震化促進に向けた直接的な啓発活動 

・過去に耐震診断・補強設計の助成を受けた建築物の建物所有者等に対するフォローアップ【拡充】 

・分譲マンションの耐震化促進モデル事業の成果を整理・公表することで、様々な理由により耐震化

が進んでいないマンションの管理組合の意見形成を支援【新規】 

２．耐震化に対する支援・助成 

 

 

●建物所有者による耐震診断・補強設計に対し引き続き支援するとともに、除却・建替えによる耐震化の取

り組みをより一層強化する。 

●国や都の動向を確認し、耐震化促進に有効な支援制度となるよう、必要に応じ見直しを検討する。 

●区以外の(公財)まちみらい千代田、東京都、(独)住宅金融支援機構等が実施するマンションに対する支援

制度や融資制度を周知し、積極的な活用を働きかける。 

重点的に取り組む事項 

◇マンション・特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進 

・助成制度を活用した耐震化の促進【継続】 

・マンションの耐震化状況を棟単位で把握する取り組みの推進【継続】 

・マンション管理状況届出制度との連携により耐震化が進まないマンションの管理組合等に対する

プッシュ型支援【新規】 

◇木造住宅・建築物の耐震化促進 

・助成制度を活用した耐震化の促進【再掲】 

・木造 2000年基準を満たさない木造住宅に対する助成制度の検討【拡充】 

３．所有者に対する指導・指示 

 

 

●既存耐震不適格建築物の所有者に対して、耐震改修促進法に基づく指導・助言の実施を検討する。 

●耐震診断義務付け対象建築物は、東京都と連携し、必要な指示を行い、指示に従わない場合はその旨の公

表を検討する。 

４．総合的な安全対策 

 

 

●地震時における建築物の耐震化以外の安全対策が必要であり、引き続き総合的な安全対策を促進する。 

●倒壊の危険性が高いブロック塀の所有者に対して、撤去等の必要性を普及啓発するとともに、区は除却・

改修に対する支援を行う。 

４ 耐震化に係る総合的な施策の展開 

住宅・建築物の所有者による耐震診断・改修に対し、区では費用負担の軽減のための支援を行う 

既存耐震不適格建築物に対しては、耐震改修促進法に基づき指導・助言を実施する 

地震時の安全対策として、必要な対策を支援・普及啓発する 

住宅・建築物の所有者が自らの問題として取組むために、耐震化の普及・啓発を行う 


































































































































































































